
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March,2008 No.129 

総  合  会  計 

山口市小郡高砂町 8 番 11-201 号 

TEL 083-973-8336 FAX 083-973-8337 

IP-TEL 050-3536-9741 

E-mai：info@sogo-k.net HP：http://www.sogo-k.net

周 南 総 合 会 計 

周南市清水二丁目 11 番 11 号共立ビル 2-B 

「所長、最近のニュースレター似た内容ばかりですよ」と、ある女性スタッフから鋭い突っ込み。自分でも

そういう傾向にあったのは気づいていました。それは、自分の潜在意識の中に「人はどうすれば成長するのか？」

「そのために私は何をすべきか？」という最近の自らに対する課題があったからだろうと思います。 
ということで、今月号はまるで違う「食べ物」に関するお題を二つ。一つは失われつつある「郷土料理」と

もう一つはアメリカの「小麦戦略」です。 

秋穂の実家にいくと７７歳のお袋に「今日は市役所ある？」と聞きます。これはいつもの親父ギャグで、「け

んちょう」という郷土料理を、同じ官庁である市役所と県庁とで、もじっただけのまさに「駄洒落」です。「け

んちょう」は、大根と豆腐を油で炒め、醤油で味付けする極めてシンプルなものですが、大根の甘みが何とも

言えず食欲をそそるばかりか、いまトライしている「ダイエット」にもピッタリなのです。他にも郷土料理に

は「いとこ煮」や「ちしゃなます」などがあります。しかし、この郷土料理に危機が訪れています。都会や外

国の料理がマスメディアを通じて浸透してきたこと、超核家族化で個食は当たり前になってきたこと、忙しさ

故に調理技術が低下していることなどが挙げられます。外食や中食が流行り、レトルトパックが「お袋の味」

を奪い「味の袋」と化しています。『「ふるさと」は、気候風土や歴史、文化に合った「郷土料理」から始まる

のでは？』と言いながら、月に一度食べる「ステーキ」と「赤ワイン」を楽しみにしている私がいます。 

会議などに忙殺される夕方、注文してすぐに食べられ、しかもかなり旨い「どんどん」のうどんにお世話に

なっています。このうどんやラーメンそしてパンなどの原料は小麦です。このところの穀物価額の高騰（バイ

オエタノールへの穀物の転換やオーストラリアの干ばつなどが原因らしいのですが）で、徐々に製品価額が値

上がりし、近々政府が製粉業者に売り渡す価額も３０％値上がるとか。これでは、「どんどん」のうどんも「ど

んどん上がるのか？」心配で今のうちに精々食べようかと思っています。 

㈱総合会計 所長 金巨 功

～「郷土料理」とアメリカの「小麦戦略」の二題～ 

この「小麦」には、日本の食糧自給率を３９％まで落とした要因となった悲しい物語があるのだそうです。

それは、アメリカが昭和２０年代、農産物の過剰生産とそれにともなう在庫増が国家財政を深刻化させており、

そのはけ口がアメリカの「５１州目」の日本だったわけです。学校給食にパンを使えば、その組み合わせで自

ずと乳製品やハムやウインナーなどの畜産物、植物油の需要が見込める、つまり「食の欧米化」が供給元であ

るアメリカの莫大な利益につながるという「小麦戦略」をとったのだとか。 

大量に輸入される「食料」の前に小規模な日本の農家はひとたまり

もなかったという訳です。「日本人はパンを食わなかったから戦争

に負けたとか、頭が悪い」などと言ったまるで化学的根拠のないう

わさ話が流布したのです。なんと、アメリカらしい戦略であると同

時に、日本の食糧危機の始まりだったのです。ピンチをチャンスに

変える｢日本の食糧戦略｣を練らねばならない時期にきています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家計を支えている夫が妻を扶養とする（逆の場合もあります）のがいいのか、もう少し長く働いて

それなりの給料をもらった方がいいのか、年末になると毎年相談が増えます。そこで配偶者の給与収

入がいくらまでならばいいのかを考えてみましょう。（税や社会保険の負担の減少のみで考えたのでそ

の他の事情は考慮していません。） 

（２）住民税がかからない場合 
  住民税は所得割と均等割の合計であるため①の所得割が課税されなくても②の均等割が課税され

る場合があるため注意が必要です。 
  ① 所得税は年収が 103 万円以下は課税されませんが、住民税の非課税限度額は所得が 35 万円

ですから年収が 100 万円以下であれば住民税は課税されません。 
② 年収が 100 万円以下であっても住民税には均等割というものがあり、この均等割は市町村に

よって課税最低限が違います。（93 万円～100 万円）自分の市町村の課税最低限は各市町村の

ホームページで調べることができます。 
参考：山口市・宇部市・下関市・防府市→97 万円 山陽小野田市→93 万円 

 
（３）社会保険料がかからない場合 
   妻の年収が 130 万円未満であれば第 3 号被保険者とされ国民年金を払う必要はありませんが、

130 万円以上になると妻が健康保険料と厚生年金保険料を負担することになります。ただし、所

得税の場合と異なり、扶養になろうとする時点から 1 年間の収入の見込みが 130 万円未満であれ

ば扶養になれます。 

（１）所得税がかからない場合 
① 妻の年収が 103 万円以下（所得は 38 万円以下） 
夫の扶養になり、夫は配偶者控除 38 万円がうけられる 

② 妻の年収が 103 万円超 141 万円未満 
  夫の扶養にはなりませんが、夫は配偶者特別控除（妻の所得に応じで 38 万円～3 万円で妻の所得

が多いほど控除額は少ない。）が受けられます。ただし、夫の所得が 1,000 万円超の方は受けること

ができません。 

※夫の勤務先で配偶者手当が

ある場合は、妻の所得によっ

ては支給されないこともある

ため、こちらにも気を使う必

要があります。 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確定申告書の作成も終わり、期限内に提出まで済ませて一安心、

ところが･･･しっかり確認したはずなのに提出した確定申告書の内

容に間違いを発見してしまった･･･どうしよう（-_-;）という場合に

ついてみていきたいと思います 

税金を少なく払っていた場合 
 
「修正申告書」を税務署に提出して正しい金額に訂正し、

不足していた税金を新たに納めることになります。その場

合には「修正申告書」を提出する日が納付期限になります

ので、「修正申告書」を提出する日に税金を納めることにな

ります。ちなみに、税務署の調査を受ける前に自主的に修

正申告を行った場合には過少申告加算税はかかりません

が、法定申告期限の翌日から「修正申告書」を提出し、不

足していた税金を納める日までの延滞税はかかってしまい

ますので、不足分と併せて納めることになります。 

※還付申告 
サラリーマン等の方で確定申告書の提出をする必要がなかった方が、源泉徴収税額

を納めすぎになっていることなどにより還付を受けようとする場合には確定申告

（「還付申告書」の提出）を行うことになります。「還付申告書」の提出が出来るの

は、その年の翌年 1 月 1 日から 5 年以内となっています。ちなみに、預金の利子等

で源泉分離課税となっているものに関しては還付を受けることができませんので注

意してください。 

税金を多く払いすぎていた場合 
 
「更正の請求書」を税務署に提出して正しい金額に訂

正し、払いすぎていた税金を返してもらうことが出来ま

す。「更正の請求書」の用紙は、税務署で配布しています

し、国税庁のホームページからダウンロードすることも

可能です。ただし、請求できる期限は法定申告期限（確

定申告書の提出期限）から一年以内となっていますので

注意してください。今年（平成 19 年度分）であれば確定

申告書の提出期限から一年以内の平成21年3月17日(火)
までになります。ちなみに、個人事業者の方の消費税に

ついては平成 21 年 3 月 31 日(火)までになります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリンテラスあしや 

芦屋町は遠賀川の河口に開けた町で、海岸線は響灘に面し、海上にはぽっかりと穴

をうがたれた島･洞山が浮かんでいます｡『マリンテラスあしや』は、響灘を一望する

高台に立ち、客室をはじめ、展望露天風呂、レストランなどからその美しい光景を望

むことが出来ます｡ 

また、周辺には、県の天然記念物に指定され、７月下旬から８月上旬に白い花をつ

ける『夏井ヶ浜のはまゆう群生地』や、長年の風化で巨大な岩の中央にぽっかり穴が

あいた『洞山』、海食作用でできた千畳敷と呼ばれる『狩尾岬の波状岩』などの見ど

ころもあります。 

寄せては返す波の音に耳を傾けて、心安らぐ時を過ごされてみてはいかがですか？ 

 
夏の芦屋花火大会では 8,000 発の花火が打ち上がります｡ 

また、砂浜の美術展では芦屋の浜辺にサンドアートが作られ、夜はライトアップさ

れます｡ 

■交通アクセス■ 
住所：福岡県遠賀郡芦屋町 
TEL：(093)223-1081 

 

九州自動車道・古賀ＩＣより車で約 40分 

ＪＲ鹿児島本線・折尾駅より北九州市営バスで約 30分。 

【はまゆう団地行き】 国民宿舎前下車。 

【粟屋行き】 山鹿郵便局前下車。バス停より送迎あり(要予約)。
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